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I  評価の基本⽅針 
 
（１）評価の⽬的 

1. 実践的な職業教育を⾏う機関として、関係業界等のニーズを踏まえ、
どのような理念，⽬的，⽬指す⼈材等を掲げているか。また、質の⾼
い職業教育が享受できる学校運営へと改善し、専修学校教育の発展を
⽬指すために⾏なう。 

 
（２）評価の体制 

1. 学校⻑を中⼼に、各学科主任、担任、事務⻑、各担当部署で評価し、
学校⻑を委員⻑とする臨時委員会で議論し報告書を作成する。 

 
（３）評価⽅法と基準 

1. 評価項⽬ごとに、客観的なデータに基づき評価する。 
2. 必要に応じて、聴き取り、アンケートなども活⽤する。 
3. 基準：適切‥４ 、ほぼ適切‥３ 、やや適切‥２ 、不適切‥１  

 
（４）評価の公表 

1. ⾃⼰評価の報告書には、取り組みと課題を明らかにし、今後の改善策
を簡潔かつ明瞭に記述する。 

2. 学⽣、教職員の個⼈情報保護に留意して、報告書を作成する。 
3. 学校評価の結果は「ホームページ」に公開する。 

 
（５）結果に基づいた学校運営の充実と改善 

1. 臨時委員会において、分析及び課題の洗い出しを⾏なう。 
2. 次年度に向けた⽬標を設定し、全職員共通認識のもとで、学年，教務，

指導，校務の分掌単位で業務改善に取り組む。 
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II 教育⽬的と教育理念 

 
 

【⽬的】 
本校は学校教育法、および⻭科衛⽣⼠法に従い、⻭科衡⽣⼠として必
要な教育を⾏い、⼝腔衛⽣の向上をはかり、徳性豊かな⼈材を育成
し、社会に貢献する事を⽬的とする。 

参照：学則 第 1 条（設置目的）１頁 

 

 

【教育理念】 

       『一生涯、歯科衛生士として輝き続ける』 

                       参照：ホームページ「学校紹介」 

素直であること 

独立心を養うこと 

まじめであること 

感謝の心を持つこと 

                       参照：ホームページ「学校紹介」 

参照：学生便覧トビラ  『校訓』 
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III 評価項⽬の達成及び取組状況 

 

（１）教育理念･⽬的･⼈材育成像 
 
 評価項⽬ 取り組み  
1-1 教育理念・⽬的・育成⼈材

像が定められているか 
教育理念は本学のパンフレッ
ト､HP等において公⽰されてお
り、オープンキャンパスなどに
おいても説明され周知させてい
る。教育理念に基づいて、⻭科
衛⽣⼠教育協議会のコアカリキ
ュラムを超えるカリキュラムが
構築され、学⽣便覧や HPに掲
載し、各ガイダンスを通じて周
知徹底・指導している 

４ 

1-2 教育理念および教育⽬標の
周知 

４ 

1-3 教育理念に基づいた教育カ
リキュラム等の構築 

４ 

 
(課題) 
学外への情報発信となる媒体を通して、広く公⽰し、学内のガイ
ダンスにおいて指導し続けることで、在校⽣における理解と認識
の差が埋められてきているものの、時として齟齬を感じることが
ある。 
 
(今後の改善⽅策) 
新⼊⽣ガイダンスを含め、全学年のガイダンスで再確認を⾏うと
同時に、その差を埋めるために、その都度、学⽣本⼈の理解度と
価値観に合わせた個⼈指導をおこなう必要がある。 
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（２）学校運営 

 

 評価項目 取り組み  

2-1 教育理念に沿った運営方針

を定めているか 

教育理念に基づく努力目標を

定め、期末ごとに整合性の見

直しを行なっている 

4 

2-2 教育理念に基づいた事業計

画が定められているか 

教育理念を達成するために多

くの実習系事業計画の策定を

行う 

4 

2-3 法人は学校運営のための適

正な組織運営に努めている

か 

全体会議での目標提示と、期

末の部門別内省を実施し、各

担当部署の会議において達成

のための方策を検討する 

3 

2-4 学校運営における方針の共

通認識を教職員ひとりひと

りが把握する 

年度ごとに全体会議にて目標

提示し、全職員で情報共有す

る 

3 

2-5 人材・給与制度に関する制

度を整備しているか 

 (医)親光会の新しい「賃金

規程」に基づき人事・給与を

決定 

3 

2-6 意思決定システムが整備さ

れているか 

学校教育に関わる政策の立

案・策定を、学校長の元、各

部署において適切な人材を登

用し、心機一転、協議協働で

きる管理・運営組織の構築を

行う 

3 

2-7 業務の効率化、情報システ

ム化が整備されているか 

制度の見直しによる効率化

と、新年度に向けて全学的情

報システムの構築の検討を行

った 

4 

 

(課題) 

個別の学生に寄り添って指導を行う本学の教育姿勢から、コロナ

禍が一段落しても、個別の対応が多岐に渡ることから、個と全体

にかける指導上のバランスが多様化してしまって、管理運営上支

障をきたす一面は、まだ存在している。 
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(今後の改善方策) 

各部署における学生指導状況の共有と、各部署間の情報の連携を

さらに図る必要がある。2024 年度昼間部に主任補佐を 2名任命し

改善を目指しているがその成果の検証と改善の検討が必要とな

る。 

 

（３）教育活動 
 
 評価項⽬ 取り組み  
3-1 教育⽬標の設定がなされて

いるか 
科⽬の教育⽬標に基づきより
具体的な重点努⼒⽬標を設定 
 

参照：シラバス 

4 

3-2 ⽬標に基づいた教育⽅法が
実施されているか 

修学の状況に応じて、その都
度、教育⽅法の⾒直し等も⾏
い、担任が教育成果と⽅法の
齟齬の確認を⾏なっている 
 
        参照：シラバス 

4 

3-3 教育評価の実施 教育⽬標達成のために、主任
を中⼼に、学⽣個⼈の成績を
把握・判断し、教務委員会で
その成果を常に検討している 
 
       参照：シラバス 

4 

3-4 学⽣の理解度を向上させる 「完全習得学修」をめざし
「形成的評価」の結果に応じ
て理解度を確認し授業構築や
授業内テストなどを実施して
いる 

3 

3-5 成績評価・単位認定の適正
化 

学則に則り、学⽣便覧および
シラバス上で学⽣に周知さ
せ、期ごとに保護者への状況
報告も⾏なっている  
 
    参照：学⽣便覧・シラバス 

4 
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3-6 資格・免許取得の指導体制 基礎科⽬の事前学習・事後学
習や、講義・実習後の事後考
察を取り⼊れながら、国家試
験合格に向けたレベル別プロ
グラムを実施している 
外部専⾨機関による国試の
「傾向と対策」講座の実施 

3 

3-7 資格取得後の実践⼒・即戦
⼒を養う教育内容の実施 

臨床実習を通じて、⼀歩踏み
出して学ぶ姿勢と、⾃⾝で考
え続ける姿勢と、協働する姿
勢を⾝につけることを最⼤の
⽬標とし、コロナ後、卒後研
修プログラムなどで補完する
必要に迫られる 

3 

3-8 教員・教員組織 教育⽬標に到達できる教育を
提供するために、専任教員だ
けでなく、⾮常勤講師のシラ
バスも念頭に⼊れた、全学連
携が必要である 
新⼈教育を複数の教員で担当
し、組織として管理運営して
評価する 

3 

3-9 教員の教育⼒の向上 教員対象講習の実施、基礎実
習の授業で補助として参加し
ている教員からの内容検討、
学会､講習会等への積極的参
加など 
FD(Faculty Development)を
計画的に実施する 

3 

 
(課題) 
対⾯授業が⽇常化し、コロナ前の授業体制にもどり、安定した教
育環境に戻ってきたことから、本来の教育への取り組み⽅を再確
認する最良の機会と捉え、従来の教育活動を⾒直す必要がある。 
⾮常勤講師のシラバスを専任教員が確認して、教育の質の保証の
ために、評議する機会を持つことが重要となってきた。 
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(今後の改善⽅策) 
２年度前から、⾮常勤講師の契約更新の際に評議するシステムと
して、具体的な客観的データである学⽣の授業アンケートなどを
もとに、学⽣による授業評価を⾏い、⾮常勤講師に対して授業運
営の改善を求めることや、不適切な⾮常勤講師には、契約更新を
⾏わないことなどを⾏なってきた結果、質の向上が⾒られたの
で、今後も教育の質の保証のため、継続して執⾏する。 
 

（４）学修成果 
 
 評価項⽬ 取り組み  
4-1 就職率(在学中に内定率 

100％を⽬指す) 
就職セミナーの開催､求⼈票
の閲覧、学⽣の希望に即した
就職先の、個別助⾔の働きか
けを随時⾏う 

4 

4-2 資格・免許取得率(国家試験
合格率 100％を⽬指す) 

⼊学後から卒業まで資格取得
を意識した授業展開の実施
と、事前国家試験対策講座の
抜本的な⾒直しの必要性 

3 

4-3 卒業⽣の社会的評価 卒業後の就業状況の公表、卒
業⽣の活躍の場を HP 等で
掲載、卒後研修において学び
の場の提供と新規業界情報の
発進 

4 

4-4 社会⼈適応⼒の向上 重点的に実習を通じて、医療
⼈として、コミュニケーショ
ン能⼒、対⼈スキル、問題解
決能⼒、発想⼒・戦略的思考
⼒、チームワークスキル、情
報整理⼒を養う研修の実施 

4 

4-5 医療⼈としての規律性を⾝
につける 

学則に基づき規律違反の者に
は適切な対応を⾏うが、懲戒
に⾄らぬよう担任が⼿厚く指
導する 

参照：学⽣便覧 

4 
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(課題) 
臨床実習の授業を通して社会⼈基礎⼒を合わせて学習することが
望ましいが、実習ノートへの担任からの指導⽅法が全学的に確⽴
されていない。 
 
(今後の改善⽅策) 
卒業⽣を対象に現在も⾏なっているセミナーを通じて情報を集
め、それらの成果の確認をおこなうと同時に、現場で活躍してい
る⻭科衛⽣⼠を本学に招聘し、直接、体温の感じる距離で、キャ
ンパスや実習での学習がいかに重要なものであるかを、経験をも
とに語ってもらうことで、学⽣個⼈の学びの姿勢を補正する必要
がある。これらのことは次年度も強化し継続する必要ある。 
 

 
（５）学⽣⽀援 
 
 評価項⽬ 取り組み  
5-1 就職等進路の⽀援  

(就職先のイメージ構築) 
⼀般開業医勤務以外の企業、
⾏政、教育、病院等の⻭科衛
⽣⼠だけでなく、幅広く、⼤
学編⼊等の個々の希望に沿っ
てサポートを⾏う 

4 

5-2 職場開拓 
(⻭科衛⽣⼠としての職の幅
の拡⼤を図る) 

臨地実習等でライフステージ
に合わせた多種多様な体験を 
通じて将来的なビジョンを描
けるように働きかける 

3 

5-3 中途退学への対応 不登校・素⾏不良・学⼒・技
術⼒不⾜など、修学上問題と
なる事象があれば、担任が寄
り添いながら、多様な学びの
あり⽅を提⽰する 

2.5 

5-4 学⽣相談 修学上弊害となる全ての事象
に、担任が寄り添いながら、
個別相談を受け、問題解決に
努める 

4 
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5-5 適正な学⽣⽣活を送るため
⾃⼰管理能⼒の向上を図る 

⾝だしなみ・健康管理・時
間・報告・連絡・相談・持ち
物管理の徹底を 専任教員が
中⼼となり必要性を説き⽇常
的に働きかける 
 
参照：学⽣便覧（雑則・基礎実習⼼得・懲

戒規定・倫理規定） 

4 

5-6 学⽣健康管理の徹底 健康診断後の事後措置、早期
の受診勧告とワクチン接種等
を働きかける 
 
参照：学⽣便覧（感染症への対応措置の実

施基本⽅針） 

4 

5-7 保護者との連携 期毎の成績表および出席状況
等の報告⽂書に加え、修学上
問題となる事象など、必要に
応じて保護者への報告(電
話、⽂書、⾯談)を⾏う 

4 

5-8 卒業⽣・社会⼈ 卒後研修の実施、および多職
種との交流の場を設定するこ
とで、今後のキャリア形成の
発揚を促す 

3 

 
(課題) 
学修だけでなく、学⽣⽣活全般に関する指導まで⾏き届いた指導
ができる絶対時間と能⼒が教員側に⽋けている側⾯が⾒られる。 
 
(今後の改善⽅策) 
事務局で学⽣⽣活の相談や指導の経験のある⼈材を採⽤し、教員
と⼀丸となり指導をおこない、共に学⽣の⽀援に努める必要があ
る。また、今年度から学内と学外における「⾝だしなみ」に関す
る規定の緩和を⾏ったが、指導の中に緊張と緩和のバランスの取
れた執⾏の持続が、今後も必要である。 
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（６）教育環境 
 
 評価項⽬ 取り組み  
6-1 施設・設備等(教育機器の整

備、購⼊の検討) 
電気設備､エレベーター、消
防等の定期点検を実施し、必
要に応じて教育機器も含め必
要に応じて更新を図る 

4 

6-2 省エネとエコロジー運動の
推進 

空き教室の照明・空調をオ
フ、衛⽣設備・給⽔設備等の
節⽔、分別ゴミと換気の徹底
を図る 

4 

6-3 学外学習､インターンシップ
(臨地・臨床実習)等の充実 

⻭科医療の社会的役割の変化
に伴い、学外研修の実施およ
び臨地実習先の拡⼤を図ると
同時に、必要に応じた実習先
の更改を⾏う 

4 

6-4 防災・安全管理 防災訓練の実施、および職員
学⽣の防災⽤品として飲料⽔
と乾パン等を確保し、災害マ
ニュアルの策定を図る 

3 

 
(課題) 
コロナ後、安定したアカデミックカレンダーが組めることになっ
たことから、防災安全管理に注意しつつも、教育環境全般につい
て常に注意喚起するよう努めることが必要である。 
 
(今後の改善⽅策) 
従前の教育環境にほぼ戻ったことから、これを機会に、教育環境
の概念に関して原点回帰を⾏い、本来のあるべき姿をもう⼀度⾒
直し、改善修復すべき事象を明らかにする。 
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（７）学⽣の受け⼊れ募集 
 
 評価項⽬ 取り組み  
7-1 学⽣募集活動 計画的な⾼校訪問や、学校説

明会への参加と、学内におけ
るオープンキャンパス、学校
説明会、模擬授業などの開
催。また、教職員間でも広報
活動に関して起案し、HP、
SNSなども活⽤する 

4 

7-2 ⻭科衛⽣⼠の認知度の向上 ⾼校訪問で教諭や保護者に、
⻭科衛⽣⼠の社会的役割の重
要性を伝え、H Pでもその社
会が必要としている職能であ
ることの紹介する 

4 

7-3 適正な⼊学選考 募集要項の提⽰､⼊試形態別
の選考⽅法､⼀般⼊試問題の
出題傾向、および⾯接試験内
容例の公表、⾯接試験の点数
化 

4 

7-4 学納⾦ 募集要項および⼊学決定者へ
の⽂書提⽰､分納⽅法の明
⽰、中途退学者等への学費返
納     参照：学⽣便覧_学則 

4 

 
(課題) 
医療系に従事したいと漠然と考えている受験⽣に対して、「⼈の
ために」と「私のためにも」の２つを、バランスよく⼈⽣計画の
中で実⾏できる職能が、⻭科衛⽣⼠であることをいかに広報する
のかが、最⼤の課題である。 
 
(今後の改善⽅策) 
今後、卒業⽣や現場の動向を⾒据えて、医療系の職能の中でも⻭
科衛⽣⼠は医療を通じて社会貢献できると同時に、⾃⼰の⼈⽣も
豊かに謳歌できる職能であることを謳えるよう努⼒する必要があ
る。 
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（８）財務 
 
 評価項⽬ 取り組み  
8-1 財務基盤 事業計画に基づき財務計画､

収⽀予算書の作成を⾏い、理
事会の承認を得て、安定的な
学校運営を図っている 

3 

8-2 予算・収⽀計画 予算、収⽀計画を税理⼠の監
査の下、⽴案、実施を図り、
理事会においても監事が監査
している 

3 
8-3 監査 

8-4 財務情報の公開 情報公開マニュアルの規定に
沿って財務情報の公開を図る 

2.5 

 
(課題) 
前年度に事業計画を⽴て、それに基づき計画を遂⾏していくが、
コロナ禍が⼀段落したものの、種々発⽣した事象により、計画の
変更補正が必要となることが多くあった。 
 
(今後の改善⽅策) 
施設設備の経年劣化などが⽣じやすくなっているため、それらを
考慮し、補正予算を⽴てられるような、ゆとりある事業計画を組
めるように努⼒する必要がある。 

 
（９）法令等の遵守 
 
 評価項⽬ 取り組み  
9-1 関係法令、設置基準等の遵

守 
⽂部科学省、厚⽣労働省、東
京都、新宿区の指導および規
定に従い実施している 

4 

9-2 個⼈情報保護 学⽣募集に掛かる情報は管理
ソフト(info クラウド)で管
理運営し、在校⽣情報に関し
ては学内ネットワークで共有
し管理運営を図り、学⽣情報
の学外持ち出し禁⽌を徹底 

4 
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9-3 学校評価 年度末から学校⾃⼰評価の準
備を進め、出来るだけ情報を
教職員間で共有し、結果を
HP および外部講師へ⽂書等
で公表している 

3 

9-4 教育情報の公開 HP上でアドミッション・ポ
リシーを明⽰し、本学の教育
システムをQ&A形式を含め
分かり易く公開を図り、本学
の教育内容や⻭科衛⽣⼠への
理解度の向上を図る 

3 

 
(課題) 
学校⾃⼰評価は HP等に結果として公開努⼒しているものの、そ
の活⽤成果が顕著にはなかなか⾒えてきていない。 
PDCAサイクルが上⼿く機能していない。 
 
(今後の改善⽅策) 
教職員間で活発な議論を⾏い、PDCAサイクルの４ステップを着
実に繰り返すことで、継続的な改善を⽬指す必要がある。特に総
務、⼊試広報室との連携が急務である。 
 
 

 
 

（10）社会貢献・地域貢献 
 
 評価項⽬ 取り組み  
10-1 社会貢献・地域貢献 教育活動として、地域の⼩学

校の⻭科保健指導の実施、社
会貢献として、地域住⺠の⼈
たちと、ゴミや野良猫の問題
について連携を図る 

3 

10-2 ボランティア活動 近隣のゴミ拾い活動や、ノラ
猫対策の⽴案・実施など 

3 
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(課題) 
コロナ禍が⼀段落しても、⼀度希薄になった関係は、瞬時に回
復するものではなく、以前と同じように時間をかけて修復せざ
るを得ないものであることから、慌てず地に⾜をつけて関係性
の充実に努めることが肝要である。 
 
(今後の改善⽅策) 
希薄になった地域の⼈たちとの関係を⾒直し、医療系専⾨学校
として、今年度 AEDの設置などを含くむ社会貢献を計画してい
たが実施できなかったことから、次年度こそこの計画を実現し
たい。 

 
（11）国際交流 
 
 評価項⽬ 取り組み  
11-1 留学⽣の受け⼊れ・派遣に

ついて戦略を持って国際交
流を⾏っているか 

2024年度の留学⽣受け⼊れ
実施にあたり、今後の学⽣⽣
活全般に係る事象を検討 

4 

11-2 受⼊れ・派遣、在籍管理等
において適切な⼿続き等が
とられているか 

2024年度の留学⽣受け⼊れ
実施にあたり、今後の学⽣⽣
活全般に係る事象を検討 

3 

11-3 学内で適切な体制が整備さ
れているか 

留学⽣のために、学修・⽣活
両⾯にわたり、⼀対⼀で親⾝
に対応できる窓⼝の創設 

3 

 
(課題) 
2024年度新⼊⽣として、中国からの留学⽣が⼊学することか
ら、留学⽣の受け⼊れ体制を準備していたが、教育学修⾯にお
ける問題点や、⽂化の違いによる⽇常⽣活の問題点など、事前
に想定できること以上に噴出する問題への対応に苦慮してい
る。 
 
(今後の改善⽅策) 
教育学修に関する教員と⽇常⽣活に関する職員との合同プロジ
ェクトチームを編成し、医療系の留学⽣や研修⽣の受け⼊れに
対する施策を早急に案出する必要がある。 
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IV 総合的な評価結果 

 
 2024年度学校⾃⼰評価では、概ね良好ではあるものの、次年度に向けて
新しい展開の必要性が⾒えてきた。 
 
 「学校運営」に関しては、２年度前に意思決定機関が整備確⽴され、各
分掌における職務に専念できる環境づくりが始まったものの、2024年度は
教職員の共通認識と協働意識の発揚がなされ、その結実したものが成果と
して⾒られたものの、まだ部分的なものに留まってしまっている。しか
し、その余波は確実に周りにいい影響を与え、新しいうねりとしての動き
が感じられている。今後とも各部署における地道な努⼒を、相互に確認し
ながら改⾰を進めていくことの重要性を確認した。 
 
 「教育活動」に関しては、教育⽬標の設定や教育⽅法・評価について
の、教員への指導など徹底されてきていて、少しずつではあるが、教員側
からの⾃主的な改善案の提出などがなされてきていることは、今年度の進
歩した事象であると確信できるものである。 
⼀⽅、2024年度も実施した⾮常勤講師の授業に関する学⽣アンケートの

結果を受け、次年度の契約更新の可否を決定することは教育効果の向上に
確実に貢献できている。 
また、教員組織・教育⼒に関しては、特に近年、教員の産休・育休・現場
復帰が⽬まぐるしく起こったことから、⽇頃の教員間の連携や引継ぎが、
有機的になされることの重要性を実感し、管理者だけの責任にすることな
く、学科⼀丸となって取り組む姿勢が必要である。 
 
 「学修成果」に関しては、前年度国家試験合格率が昼間部で 90％を下回
る結果であったことを受け、その原因究明と改善策を策定することを、学
科を挙げて⾏ったことにより、2025年の国家試験は全国平均合格率を上
回ることができ、⾯⽬躍如したもののその堅持が今後必須のものとなる。 
 

「学⽣の受け⼊れ募集」に関しては、受験⽣の⻭科衛⽣⼠への認知度が
低く、⾼校訪問で進路指導担当の先⽣と⾯談しても、先⽣の⻭科衛⽣⼠⾃
体への不理解から、⽣徒に対する進路指導が適切におこなわれていな状況
と直⾯しているのが実態である。しかし、医療系の職能の中で、『⾃⼰の
⼈⽣も謳歌しながら社会貢献できる職能が⻭科衛⽣⼠である』と、進路指
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導の先⽣⽅への認知度向上のための努⼒は継続しなければならない。 
⼀⽅、2022 年度の⼊試広報活動が予算の関係で制限され、Webに重⼼

を置きながら学内のオープンキャンパスで学校説明や体験授業を⾏うこと
で広報を⾏なっていたが、その結果として、新⼊⽣の計画数を確保するこ
とができなかったことを受け、2023 年度の⼊試広報活動では、Webだけ
でなく、直接学外に出て、⾼校訪問や⼀般会場での学校説明会に積極的に
参加した結果、その成果が実を結ぶことになった。 

 
 「財務」に関しては、創設 40年近くになることから、これまでも教育に
⽀障が出ないように修理修繕を⾏なってきたが、これからは、計画的な施
設設備の改修、更新等が計画的に⾏えるように、年度計画を策定すること
が急務となる。 
 
 「国際交流」に関しては、2024年度⼊学⽣に中国からの留学⽣を受け⼊
れることになり、その受け⼊れ体制を⾄急確⽴する必要がでてきたことか
ら、本学職員の中で他校における留学⽣対応の経験を持つ⼈材を中⼼に、
その体制の確⽴整備に邁進し、各部署との連携のネットワークの構築も⾏
うこととした。 
⼀⽅、早稲⽥医学院としての、今後の国際学術交流を念頭に置き、すで

に海外からの客員教授招聘も実施し、今後、早稲⽥医学院の組織改⾰を含
め、新たなプロジェクトを計画中である。 
 
最後に、前年度の報告書でも触れたが、医療⼈不⾜の現状を真に打破す

るためには、現在、海外で医療関係を専攻している学⽣や、医療関係への
進学を希望している受験⽣で、将来⽇本で活躍したいと考えている学⽣を
対象に、⽇本の医療系の学校で語学教育も含め、⽇本の医療教育機関で学
修できる基礎能⼒を取得させ、国家資格の取得まで寄り添う教育システム
を構築することができれば、教育機関として社会貢献でき、真に潤いのあ
る社会が期待できるのではないだろうか。 
この考え⽅に基づき、2027年開講の早稲⽥医学院⻭科衛⽣⼠専⾨学校、
仮称「進学課程」（⻭科衛⽣⼠課程で学修できる学⽣を育てる予備課程）
の新設を計画し、教職員も含め議論を進めていたところ、突然、執⾏部の
⼈事異動が⽣じ、頓挫してしまった現状である。 

しかし、⽇本の医療の⼈⼿不⾜を真に打破するためには、⽇本国内で⽇
本の医療教育を学び、⽇本の国家試験に合格し、⽇本の医療現場で⽇本⼈
と協働して、社会に貢献できる⼈たちを⽇本で育てる必要がある。そのた
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めには新しい教育システムである、「医療進学課程」の新設が急務とな
る。このことは国や⾃治体が主体となり、本来取り組む問題であるのでは
ないだろうか。明⽇の暮らしを考え、安全安⼼な社会を構築するために、
⾏政と教育機関とが⼀体となって、今こそ動き出す時ではないだろうか。 


